
　　　　

R6 年 12 月 １ 日

基本 14 時 ００
分か
ら

17 時 45
分ま
で

あり

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語 コミュニケーション

人間関係 社会性

・感覚、感触遊び　・食育活動　・すべきことが分かる環境の中で生活する（空間、時間の構造化）　・見る聞く触れる等の経験を通して、感覚の動
きを豊かにする（あつまり、感覚遊び等）　・形、色、大きさ、量等の者の性質や仕組みに気づく　・身近な生き物や自然物に親しむ　・行動障がい
予防、適切行動への支援（SST、応用行動分析等）

・表情や発声、動作、カード、言葉等を学ぶ。　・理解しやすいツール（言葉、カード、具体物等）を見つける。　・挨拶、返事等、相手の話を聞く
姿勢を育む。　・職員が仲立ちとして生活や遊びの中で他の子供とのやりとりを楽しむ。　・絵本や紙芝居、ペープサートを楽しむ。　　スイッチ操
作で意志表出を楽しむ。

・楽しい遊び、嬉しい気持ちを共有する。・家族以外の人と関わり、知り合う。・一緒に遊び、好きな友達を作る。・愛情を受けて生活する。・「出
来たこと」を褒めて自信にする。・自分の存在と相手の存在を知る。・小集団の中での決まり（待つ・順番・交代・一緒に等）を学ぶ（あつまり、設
定活動、サーキット等）・将来を見据え支援者と社会経験を重ねる　・支援者と共に就労、販売などを経験する

・見学対応、懇談、勉強会（ペアレントトレーニング・サポー
トブックを書く会など）、座談会、家庭訪問等の開催

（早島支援学校への迎え）

事業所名 おうちだ 支援プログラム

家族支援

地域支援・地域連携

主な行事等

作成日

送迎実施の有無

法人の基本理念は、「ともに育ち ともに生きる」としている。創設当時の思いに立ち返り、地域の人々や利用者、職員、ボランティアなど多くの人
たちと支えあう地域共生社会を目指して「ともに生きていこう」という願いを元に基本理念を定めている。

泊まり・通い・訪問・相談・体験の事業や機能を、幼児期から成人期・高齢期までの重い障がいがある方の生活に最大限に生かすことができ、地域で
自分らしく活躍できる生活を送る。アウトリーチを視野に入れて、利用者支援や地域支援に取り組む。家族支援では、家族として、又、親自身の人生
を両側面から充実できるようアプローチを行う。
家族とともに、主人公であるこども達一人ひとりの「夢」「目標」「可能性」を見つけ地域の中で自分らしく輝けるようサポートする。

移行支援

・学校訪問、学校の訪問受け入れ
・所属機関の見学・訪問、情報共有のための状況表や移行
支援会議への参加

・保育所等との子育て支援施設との連携・医療的ケア児支援
（カラフルひろば）・実習生、ボランティアの受け入れ・啓発
活動・各部会への参加（自立支援協議会）・関係機関連携（児
童相談所、子ども相談センター、保健師、病院）・保育所等訪
問支援の実施

職員の質の向上

・事業所内研修
・法人内研修（理念、虐待防止、身体拘束適正化、KYT、
感染予防、キャリアパス、メンタルヘルス等）　・法人外
研修
・日々の支援後の振り返りでの改善点・反省点などの話し
合い
・職員会議

おうちだ夏まつり、外出活動、レインボーランド、ハロウィン週間、クリスマス週間、節分、誕生日会、散歩

支　援　内　容

・食事、排泄、睡眠の生活リズム作り、日々のバイタルチェック・情緒の安定・様々な食材を使った給食やおやつ・手洗い、うがい、歯磨き、水分補
給、服薬
・楽しい遊びや活動の経験をすること・身支度、片付け、掃除（お手伝い）・避難訓練
・医療濃度に応じた医療的ケアの実施

・身体を使う遊び（園庭・散歩・運動遊び等粗大活動、操作性･運筆･作業等の微細活動）
・専門職（法人OT･PT･ST）による機能訓練の実施、パジショニングを行う。
・スヌーズレンで心身ともにリラックスできる環境の提供。　　　・五感を直接刺激・働きかける活動（見る、香る、触る、味、体感）を通して様々
な経験を積み重ね身体と心の成長・発達を促す。

法人理念

事業所の支援方針

営業時間

本
人
支
援


